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令和６年度 訪問看護事業報告 

長井市訪問看護ステーション 

理念 1.住み慣れたご自宅（地域）でその人らしい生活ができるように、ご利用者・ご家族の気持ち

に寄り添い支援していきます。 

2.多職種の方々と連携し、チームとなりサポートしていきます。 

１ 訪問看護事業の推進  

（１）訪問看護事業の実施について 

・人員体制は、管理者１名、看護師５名、保健師１名、事務員１名の合計８名で訪問看護サービ

スを提供。看護師５名の内、１名は置賜広域病院企業団看護師の派遣継続、２名は長井市新規

採用看護師。 

・利用者数、利用回数ともに前年度よりも増加。当ステーションの強みである、がんの終末期や

難病の方への訪問依頼が増えていることから、増加に繋がったと思われる。（表１参照） 

・新規依頼をすべて受け入れできた。（表２参照） 

・長井市内だけでなく、白鷹町への訪問看護も２件受け入れた。 

・２４時間対応訪問看護については、介護保険で約８割強、医療保険では全員が利用してい

る。希望者数は年々増加傾向。 

表１ 訪問看護実施状況 

  令和５年度 令和６年度 

新規利用者数（人） 37 37 

終了者数（人） 36 26 

利用者延べ数 457 496 

訪問延べ回数 2,084 2,278 

１ヶ月平均利用者数 38.1 41.3 

１ヶ月平均訪問回数 173.7 189.8 

表２ 新規利用者受け入れ状況 

  令和５年度 令和６年度 

依頼数 48 37 

新規受入数 32 66.7% 35 94.6% 

受入不可数 16 33.3% 2 5.4% 

受
入
不
可
数
の

内
訳 

入院 3 18.7% 0 0% 

施設入所 0 0% 0 0% 

死亡 2 12.5% 0 0% 

その他 11 68.8% 2 100% 

そ
の
他
内
訳 

空きなし（他ステーションへ） 3（27.2％） 0 

市外からの依頼 0 0 

対応不可 
1（9.0％） 

営業時間外希望 
0 

問い合わせのみ利用希望なし 7（63.6％） 2（100％） 
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（２）定期巡回・随時対応型訪問介護看護実施事業所との業務委託契約について 

平成３０年６月１日から（株）ｔａｋｅｄａと委託契約を結び、介護と看護の連携を図りなが

ら業務を行っている。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護延べ利用状況 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

R５ １ １ １ １ ２ ２ ３ ３ ３ ５ ５ ５ ３２ 

R６ ３ ４ ３ ３ ３ ４ ４ ５ ４ ５ ５ ５ ４８ 

 

２ 訪問看護ステーションの体制強化  

（１） デジタル田園都市国家構想交付金事業について 

・インターネット環境の整備と介護保険対応型の訪問系システム・訪問系アプリを導入。  

・訪問看護師１人１台タブレットを活用することで、訪問先での利用者の最新情報や履歴確認の

ほか、記録入力が可能となった。 

（２） オンライン資格確認・オンライン請求の導入について 

 ・訪問看護におけるオンライン資格確認、オンライン請求が令和６年１２月から義務化。 

 ・当ステーションでも４月から準備を進め、１０月に運用開始。 

（３）職員、ステーションの研修の充実について 

・公立置賜長井病院をはじめ、看護協会等各関係機関の研修会等に積極的に参加し、研鑽に努め

た。 

（４）事業所自己評価ガイドラインについて 

 

 

・事業所自己評価ガイドラインを用いて事業所評価を行った。 

・人材の配置と体制整備、まちづくりへの参画（地域への積極的な展開）で評価が低い結果とな

った。 
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(1)事業計画の策定とサービスの改善

(2)計画的な人材育成

(3)人材の配置と体制整備

(4)経営・労務の管理

(5)サービスの標準化とリスクマネジメント

(6)看護計画の作成と見直し(7)在宅での日々の暮らしを支えるケアの提供

(8)他職種との連係促進

(9)円滑で切れ目のないケアの提供

(10)地域への積極的な展開

(11)地域包括ケアシステムの構築への貢献

R６
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（５）利用者対象の訪問看護利用者満足度調査の実施について 

・利用者、家族のニーズを知り、よりよい看護が提供できるように満足度調査を実施。 

（６）リスクマネジメント（危機管理）への取り組みについて 

・訪問看護の利用に際し、看護サービスに関しての説明を丁寧に行い、信頼関係を築けるように

努力した。 

・業務を取り巻く様々なリスクを予見し、安定した業務ができるようにアクシデント・インシデ

ント報告書の記載を行い職員全員で情報を共有し、業務改善に取り組んだ。 

（７）関係機関との連携の強化について 

・公立置賜長井病院内に設置されている長井市地域包括支援センター支所、長井市西置賜郡医師

会地域在宅医療連携推進室と連携し、家庭と病院、診療所、福祉施設等を結ぶ地域包括ケアシ

ステムの推進に向けて、医療と介護の連携強化に努めた。 

・在宅医療連携推進室主催の研修会に参加。長井市西置賜郡医師会が事務局になっている連携用

掲示板「ほっとネット」にも継続して参加した。 

・長井病院を退院した訪問看護利用者に、訪問看護と病棟看護師の退院後訪問が共同して訪問す

ることで、病院から在宅へのスムーズな移行、不安の軽減を図った。 

（８）他訪問看護ステーションとの連携 

 ・山形県訪問看護総合支援センターで導入した「チャットワーク」に参加し、県内のステーショ

ン間や置賜管内のステーション間での情報交換・情報共有を行った。 

・２か月に１回開催されている「置賜支部会議」に参加した。 

（９）広報・啓発活動の推進について 

・訪問看護の利用を希望する方や各関係機関への理解を深めるために、カラー刷りのパンフレッ

トを作成し、周知や説明を行った。 

 

３ 法定研修について  

介護保険法上、事業者が実施しなければならない取り組みの一つ。訪問看護に関係して以下の３

つの取り組みが完全義務化された。 

（１） 感染症・災害に対する業務継続計画（BCP）について 

 ・BCP 策定後、周知を含めた研修を年１回開催することが推奨。 

・研修に加え、実際に感染症や自然災害が発生したことを想定した訓練（シミュレーション）も

年１回以上必要となる。 

  研修名：令和６年度長井市訪問看護ステーション BCP 周知研修およびシミュレーション研修 

日 時：令和６年１０月２８日（月）１５時４５分～１７時  

（２） 感染症対策委員会について 

 ・感染症対策を検討するための委員会の開催をおおむね６か月に 1回以上の定期開催。 

・感染症が流行する時期を考慮した随時の開催が求められる。 

・指針に基づいた研修・訓練（感染症を想定したシミュレーション）は、それぞれ年１回以上行

うことが必要。 

① 令和６年度第１回感染症対策委員会 令和６年１１月１８日（月）１６時１５分 

② 研修名：感染症の発生およびまん延防止を学ぶ 令和６年１１月２５日（月）１６時 
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（３） 虐待防止検討委員会について 

 ・虐待の発生の防止や早期発見に加え、虐待が発生した場合の再発を着実に防ぐことを目的とし

た委員会を設置する必要がある。 

・年１回以上の定期開催、新規採用時の随時の開催も必要で、研修内容を記録に残すこと。 

① 令和６年度第１回虐待防止検討委員会 令和６年１１月１８日（月）１６時 

② 研修名：高齢者虐待防止を学ぶ 令和６年１１月２５日（月）１６時３０分 

４ その他の事業  

（１）実習指導事業について 

・訪問看護事業の実際と理解を深めるために行っているもの。 

・令和２年度から訪問看護担い手創出事業の体験実習に登録し、短期体験型研修の実施支援を行

っている。今年度は１名の受け入れ。 

（参考：令和３年度１名、令和４年度１名、令和５年度０名） 

・東北医科薬科大学の「介護・在宅医療体験学習」２日間で２名の学生を受け入れ。 

・長井病院実習の研修医に対し、訪問看護の概要説明と同行訪問を行った。 

 

 


